
                                                                                                                                                

　憲法九条の平和主義が守れるのか、
軍隊を持つ国になってしまうのか瀬戸
際に来ています。
　改憲発議が国会で議決されたとして
も最終的に私たちが国民投票で決める
のです。誰もがしっかり分かって投票
したいものです。「平和主義」の持つ
意味を太田さんの講演でじっくり考え
てみましょう。ぜひご参加ください。

講演者からのメッセージ　憲法9条
が掲げる理念が、現実政治の歪みの
中で深い危機を抱え込んで長い年月
が過ぎた。だが、この理念は、あり
きたりの「国家」の限界を超える可
能性を秘めている。それは何か。同
時に、9条を根拠とした「戦後日本
の平和主義」の意義を、長いこと戦
乱と軍事独裁政治の下にあった東ア
ジア全域の戦後史の中に相対化して
考えてみたい。

講演者紹介　編集者／民族問題研究家。
長いこと人文書の企画・編集に携わる傍ら
自らも、日本と世界の政治・社会・歴史・
文化の諸領域にわたる発言を続けている。
著書に、『「国家と戦争」異説』『チェ・
ゲバラ　プレイバック』『〈脱・国家〉状
況論』（現代企画室）など多数。

憲法講演会

憲法九条の平和主義を守れるか憲法九条の平和主義を守れるか
  

11 月 25 日（  日 ）
野田市中央公民館 １階 講堂

受付： 13:00 〜
講演： 13:30 〜 16:00

野田市鶴奉 5-1

講演　太田昌国氏

参加費  ５００円 主催　野田・九条の会（高校生以下は無料）

お問合せ：野田・九条の会事務局 田口  04-7129-4297

2018 年 野田・九条の会秋の講演会 
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